選　挙　公　営　の　手　引
（公費負担の手続きについて）
奥州市選挙管理委員会
公費負担手続にかかる概要図
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○選挙公営とは
候補者の財力によって選挙の公平性が失われることを防ぐために、国や地方公共団体が選挙の費用の一部を負担することを「選挙公営」という。

ポスター掲示場の設置、個人

 HYPERLINK "http://kotobank.jp/word/%E6%BC%94%E8%AA%AC" 演説会の公営施設

 HYPERLINK "http://kotobank.jp/word/%E4%BD%BF%E7%94%A8" 使用、選挙運動用自動車の使用、通常

 HYPERLINK "http://kotobank.jp/word/%E3%81%AF%E3%81%8C%E3%81%8D" はがきの交付、ビラやポスターの作成などが含まれる。

○手続きの流れ及び注意点は以下のとおりです。

①有償契約の締結（候補予定者←→契約業者等）

ア．選挙公営の対象となるのは、「選挙運動用自動車」、「選挙運動用ビラ」、「選挙運動用ポスター」の費用についてです。
イ．公費負担となるのは、候補予定者本人と当該業者等が有償契約をしたものに限ります。
ウ．選挙運動用自動車の契約に関し、運送契約（ハイヤー等の使用契約）による方法と、車両賃貸借による方法を併用することはできません。同一の日において、運送契約と車両賃貸借契約を締結した場合、公費負担の対象は、候補者が指定するどちらか一方の契約になります。
エ．運転手の雇用契約は個人との契約が公営の対象となり、法人と運転手派遣契約を結ぶ場合は、対象になりません。
オ．候補予定者と生計を一にする親族との契約は、その者が当該契約にかかる業務を業として行なっている場合に限ります。
カ．公費負担の対象期間は、立候補の届出のあった日から選挙期日の前日までの期間となります。ただし、投票を行わないこととなった場合はその日までの期間となります。
キ．燃料契約は、公費負担の対象期間内の対象車両への給油に係るものであり、契約に当たっては、契約後の価格変動や給油条件などを考慮して単価を決定する必要があります。請求の際、価格変動分などを上乗せして請求することは出来ませんので、ご注意ください。
　ク．契約書の記載に不備があった場合、届出を受理できませんのでご注意ください。
　　（不記載の例）(1)本文中相手方名称なし　(2)納入期限など日付なし
(3)車両情報なし
②契約締結の届出（候補者→選挙管理委員会）

ア．契約は告示日以前でも出来ますが、選挙公営の手続きの「契約締結の届出」は立候補の届出後に速やかに行なってください。
イ．契約締結の届出の場合、契約書の「写し」を必ず添付してください。

ウ．２以上の業者と契約している場合、契約業者ごとの届け出が必要です。

エ．追加で契約した場合も届出が必要です。

③確認申請（候補者→選挙管理委員会）

ア．燃料供給契約、ビラ作成契約、ポスター作成契約については確認申請の手続が必要です。

イ．申請に当たっては、契約書記載の金額、数量と合致することを確認してください。

ウ．２以上の業者と契約している場合、契約業者ごとの申請が必要です。

エ．燃料供給契約は、契約見込み額が公費負担額の範囲内であることについて、選挙管理委員会の確認が必要です。
④確認書の交付（選挙管理委員会→候補者→契約業者等）

　　確認申請を受け、選挙管理委員会から確認書を交付しますので、候補者を通じて契約業者等に渡してください。
　　確認書は、請求書への添付が必要となります。
⑤証明書の発行（候補者→契約業者等）

ア．選挙運動用自動車及び運転手の証明
　使用の実績に基づき、契約区分ごとに別々に作成してください。なお、選挙運動用自動車及び運転手を２以上と契約した場合、１日につき１台又は１人だけが公営の対象となるものであり、重複する日（同一の日）については、それぞれの日について候補者が指定した契約について記載してください。

イ．燃料の証明
燃料供給業者ごとに別々に作成してください。なお、給油伝票の写しの添付が必要となり、次の項目が記載されている必要があります。

(1)給油を受けた月日

(2)自動車登録番号のうち、４ケタ以下の数字
(3)給油量

　ウ．ビラ作成の証明
ビラ作成業者ごとに別々に作成してください。
　エ．ポスター作成の証明
　　ポスター作成業者ごとに別々に作成してください。

⑥費用の請求（契約業者等→奥州市）

ア．契約業者等が費用の請求を行う場合は、候補者が契約業者等に交付した「証明書」及び、選挙管理委員会が交付し候補者を経由して受領した「確認書」を添付してください。さらに、ビラについては種類ごとの見本１枚も添えて提出してください。

イ．請求書に使用する印は、契約書に使用した印と同一のものとしてください。
⑦費用の支払（奥州市→契約業者等）

ア．公費負担による支払は、それぞれ契約した業者等からの請求により支払われます。
イ．契約金額の制限はありませんが、公費負担額はそれぞれ条例で定めた一定の額までであり、契約金額と条例で定めた額のいずれか低い方の額となります。
ウ．公費負担の扱いは、供託物が没収された候補者には適用されません。
公営の種類ごとの手続きの流れ及び様式等

１．選挙運動用自動車の使用の公営

２．ビラ作成の公営
３．ポスター作成の公営

１．選挙運動用自動車の使用の公営（市条例第２条～第５条）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法141条第８項：任意制公営）

	市選管
	
	候補者
	
	事業者等

	受付
審査

確認

｜

｜

｜

　└―


	←　使用契約の届出　←
　（No.24様式第１号）
　　◎契約書の写し添付
　（Ａ又はＢの契約書）
←　燃料代確認申請　←

　（No.25様式第４号）

　◎契約業者等毎に作成
→燃料代確認書の交付→


	契約

↓

届出

申請

(経由)
発行


	←　　有償契約の締結　　→

（Ａ又はＢの契約）
Ａハイヤー等の使用契約 ←

　　(運転手･燃料込み)
　　１日64,500円以内

Ｂ個別の契約

　・自動車の借入契約　　←

　　１日16,100円以内
　・燃料の供給契約　　　←

　　１日7,700円以内

　・運転手の雇用契約　　←

　　１日12,500円以内

→　　 確認書の交付 　　→

→　 使用証明書の発行　 →

（No.26様式第10号）
（No.27様式第11号）
（No.28様式第12号）
	契約

提供

旅客運送事業者

貸出

ﾚﾝﾀｶｰ等
供給

販売業者

雇用

個人契約
受領

受領



	確認

支払
	　←　請求書の提出（No.29様式第15号）―――――――――――

　　　　◎添付書類（使用証明書、燃料代確認書）
　――――――――――――――――――――　口座振込み　―→
	請求

受領


１　公営の扱いは、当該候補者の供託物が没収された場合は適用しない。
　２　公費負担は、有償契約のものが対象となる。（契約金額の制限はないが、燃料の供給契約についてはその内容について選挙管理委員会の確認が必要となる。）
　３　公費負担額は、契約金額と負担限度額（条例で定める額）のうち少ない方の額　　となる。
　４　選挙運動用自動車及び運転手を２以上と契約した場合、１日につき１台又は１　　人だけが対象となるものであり、その指定は候補者が行う。
２．ビラ作成の公営（市条例第６条～８条）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法 143条第15項：任意制公営）

	市選管
	
	候補者
	
	事業者等

	受付
審査

受付
確認
｜

｜

｜

｜

　└―

　

	←　 作成契約の届出　 ←
　 （No.35様式第２号）
◎契約書の写し添付
←　 ビラの届出　 　　←

　 （用紙No.34）
◎ビラ（種類毎１枚）添付
←ビラ作成枚数確認申請←
　 （No.36様式第５号）
　　◎契約業者等毎に作成
→ビラ作成枚数確認書の交付→


	契約
↓
届出

届出

申請
(経由)

発行


	←　　有償契約の締結　　→

（契約書作成）
→　　　確認書の交付　　 →

→　ビラ作成証明書の発行 →

　　（No.37様式第13号）
	契約


受領

受領

	確認

支払
	←　請求書の提出（No.38・No39）――――――――――――――

　　　◎添付書類（ビラ作成証明書、ビラ作成枚数確認書、
ビラ（種類毎に１枚））
―――――――――――――――――――――　口座振込み　―→
	請求

受領


　１　公営の扱いは、当該候補者の供託物が没収された場合は適用しない。
　２　公費負担となるのは、有償契約のものが対象となる。
　３　公営による公費負担の限度枚数は、市長選が16,000枚、市議会議員選が4,000枚。
　４　公費負担額は、契約金額と負担限度額（条例で定める額）のうち少ない方の額となる。
　５　公費負担となる１枚当りの単価は、８円38銭
３．ポスター作成の公営（市条例第９条～11条）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法 143条第15項：任意制公営）

	市選管
	
	候補者
	
	事業者等

	受付
審査

確認
｜

｜

｜

｜

　└―


	←　 作成契約の届出　 ←
　 （No.40様式第３号）
◎契約書の写し添付
　　◎２以上の業者に委託
　　　の場合は各契約書
←ポスター作製枚数確認申請←
　（No.41様式第６号）
　　◎契約業者等毎に作成
→ポスター作製枚数確認書の交付→


	契約
↓
届出

申請
(経由)

発行


	←　　 有償契約の締結　　→

（契約書作成）
　◎２以上の業者に作成を委託
する場合はそれぞれと契約
　◎作成内容の個別契約は認め
られない。

　　　例　①印刷業者
　　　　　②デザイン業者
　　　　　③写真撮影業者
などとの個別契約
→　　　確認書の交付　　 →

→ポスター作成証明書の発行→
　（No.42様式第14号）


	契約


受領

受領

	確認

支払
	←　請求書の提出（No.43・No44）――――――――――――――

　　◎添付書類（ポスター作成証明書、ポスター作製枚数確認書）
―――――――――――――――――――――　口座振込み　―→
	請求

受領


　　１　公営の扱いは、当該候補者の供託物が没収された場合は適用しない。

　　２　公費負担となるのは、有償契約のものが対象となる。
　　３　公営による公費負担の限度枚数は、ポスター掲示場数と同枚数までとなる。

　　４　公費負担額は、契約金額と負担限度額（条例で定める額）のうち少ない方の　　　額となる。
《公費負担一人当りの限度額》

	区分
	積　算　方　法
	市長選
	市議選

	選挙運動用自動車の使用料
	ハイヤー等
	64,500円×7日＝451,500円
	451,500円

（Ａ）
	451,500円

（Ｅ）

	
	レンタカー等
	自動車借上　16,100円
燃　料　代　 7,700円
運転手報酬　12,500円
　　計　　　36,300円
※36,300円×7日＝254,100円
	254,100円

（Ｂ）
	254,100円

（Ｆ）

	選挙運動用

ビラの作成費
	市長選挙
	8円38銭×16,000枚＝134,080円

（※単価の上限額が8円38銭）
	134,080円
（Ｃ）
	－

	
	市議選挙
	8円38銭×4,000枚＝33,520円

（※単価の上限額が8円38銭）
	－
	33,520円
（Ｇ）

	選挙運動用

　ポスターの作成費
	計 算
式
	（586円88銭×347枚+316,250円）÷347枚

　　＝1,499円 (1円未満の端数切上げ)
※1,499円×347枚＝520,153円
	520,153円
（Ｄ）
	520,153円

（Ｈ）

	限　　度　　額
	市長選挙
	ハイヤー等使用の場合（Ａ＋Ｃ＋Ｄ）
	1,105,733円
	

	
	
	レンタカー等使用の場合（Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
	908,333円
	

	
	市議選挙
	ハイヤー等使用の場合（Ｅ＋Ｇ＋Ｈ）
	
	1,005,173円

	
	
	レンタカー等使用の場合（Ｆ＋Ｇ＋Ｈ）
	
	807,773円

	備　考
	　　上記のほか、公職選挙法により選挙運動用通常はがきの郵送が公費負担

　となる。
　・市長選挙の場合　　　　　　8,000枚×85円＝680,000円

・市議会議員選挙の場合　　　2,000枚×85円＝170,000円


契　約　書　見　本

例１　運送契約書
例２　車両賃貸借契約書
例３　選挙運動用自動車燃料供給契約書

例４　自動車運転手雇用契約書

例５　選挙運動用ビラ作成契約書

例６　選挙運動用ポスター作成契約書

	運　　送　　契　　約　　書
	収入印紙


　　　　　　　選挙候補予定者　　　　　　　　　　　（以下「甲」という。）と一般乗用旅客自動車運送事業者　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）とは、選挙運動のための自動車の運送について、次のとおり契約を締結する。
１　使用目的
　　公職選挙法第141条に規定する選挙運動用として使用する。
２　車種及び登録番号
３　台　　数　　　　　１　台
４　使用期間

	令和　　年　　月　　日から　┐

令和　　年　　月　　日まで　┘
	日間


５　契約金額　　　　　　　　　　　円（消費税及び地方消費税含む）
　　　内訳　１日当り　　　　　　　円　×　　　　日間
６　請求及び支払
　(1)　この契約に基づく契約金については、乙は奥州市市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例に基づき奥州市に対して請求するものとし、甲はこれに必要な手続きを遅滞なく行わなければならない。
　(2)　奥州市に請求する金額がこの契約金額に満たないときは、甲は乙に対しその　　差額分を速やかに支払うものとする。

　(3)　乙は、甲が公職選挙法第93条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、奥州市に請求できないものであり、この契約金額の全額を甲に請求するものとす　　る。

７　そ　の　他
　　この契約に定めのない事項については、甲・乙協議のうえ定めるものとする。
　　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　選挙候補予定者
　　　　　　　　　　　甲　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　一般乗用旅客自動車運送事業者
　　　　　　　　　　　乙　名　称　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　住　所

 eq \o\ad(車両賃貸借契約書,　　　　　　　　　　　　　)
　　　　　　　選挙候補予定者　　　　　　　　　　（以下「甲」という。）と車両所有者等　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）とは、選挙運動のための自動車の賃貸借について、次のとおり契約を締結する。
１　使用目的
　　公職選挙法第141条に規定する選挙運動用として使用する。
２　車種及び登録番号
３　台　　数　　　　１　台
４　使用期間
	令和　　年　　月　　日から　┐

令和　　年　　月　　日まで　┘
	日間


５　契約金額　　　　　　　　　　円（消費税及び地方消費税含む）
　　　内訳　　　１日　　　　　　円　×　　　　　日間
６　使用上の義務等
　　甲は、関係法令に従い本契約車両を運行するとともに、乙の定める約款等に従

　うものとする。
７　請求及び支払
　(1)　この契約に基づく契約金については、乙は奥州市市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例に基づき奥州市に対して請求するものとし、甲はこれに必要な手続きを遅滞なく行わなければならない。
　(2)　奥州市に請求する金額がこの契約金額に満たないときは、甲は乙に対しその　　差額分を速やかに支払うものとする。
　(3)　乙は、甲が公職選挙法第93条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、奥州市に請求できないものであり、この契約金額の全額を甲に請求するものとす　　る。
８　 eq \o\ad(その他,　　　　)
　　この契約に定めのない事項については、甲・乙協議のうえ定めるものとする。
　　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　選挙候補予定者
　　　　　　　　　　　甲　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　車両所有者等
	乙
	氏名又

は名称
	印


　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　住　所

選挙運動用自動車燃料供給契約書
　　　　　　　選挙候補予定者　　　　　　　　　　　　（以下「甲」という。）と供給業者　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）とは、選挙運動用自動車への燃料供給について、次のとおり契約を締結する。
１　供給契約期間
　　　令和　　年　　月　　日から
　　　令和　　年　　月　　日まで
２　供給場所
	所在地
	

	名　称
	


３　供給車両の車種及び登録番号
４　供給油種
　　(1) ガソリン（　　　　）　 (2) 軽　　油　　(3)

５　契約金額
　　　１ℓ当り　　　　　円（消費税及び地方消費税含む）
　　　ただし、期間内の供給総量 　　　リットル、金 　　　 　円の範囲内とする。
６　請求及び支払
　(1)　この契約に基づく契約金については、乙は奥州市市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例に基づき奥州市に対して請求するものとし、甲はこれに必要な手続きを遅滞なく行わなければならない。
　(2)　奥州市に請求する金額がこの契約金額に満たないときは、甲は乙に対しその　　差額分を速やかに支払うものとする。
　(3)　乙は、甲が公職選挙法第93条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、奥州市に請求できないものであり、この契約金額の全額を甲に請求するものとす　　る。
７　 eq \o\ad(その他,　　　　)
　　この契約に定めのない事項については、甲・乙協議のうえ定めるものとする。
　　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　選挙候補予定者
　　　　　　　　　　　甲　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　燃料供給業者
	乙
	氏名又

は名称
	印


　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　住　所

自動車運転手雇用契約書
　　　　　　　選挙候補予定者　　　 　　　　　（以下「甲」という。）と
（以下「乙」という。）とは、甲が使用する公職選挙法第　141条に規定する選挙運動用自動車の運転について、次のとおり契約を締結する。
１　運転契約期間
	令和　　年　　月　　日から　┐

令和　　年　　月　　日まで　┘
	日間


　　　（毎日午　　　時　　分から午　　　時　　分までとする。）
２　運転車両の車種及び登録番号
３　契約金額　　　　　　　　　　円（消費税及び地方消費税含む）
　　　内訳　１日　　　　　　円　×　　　　　　　日間
４　請求及び支払
　(1)　この契約に基づく契約金については、乙は奥州市市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例に基づき奥州市に対して請求するものとし、甲はこれに必要な手続きを遅滞なく行わなければならない。
　(2)　奥州市に請求する金額がこの契約金額に満たないときは、甲は乙に対しその　　差額分を速やかに支払うものとする。
　(3)　乙は、甲が公職選挙法第93条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、奥州市に請求できないものであり、この契約金額の全額を甲に請求するものとす　　る。
５　 eq \o\ad(その他,　　　　)
　　この契約に定めのない事項については、甲・乙協議のうえ定めるものとする。
　　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　選挙候補予定者
　　　　　　　　　　　甲　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　自動車運転者
　　　　　　　　　　　乙　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　住　所
	選挙運動用ビラ作成契約書
	収入印紙


　　　　　  　選挙候補予定者　　　　       　　　（以下「甲」という。）とビラ作成業者                         （以下「乙」という。）とは、選挙運動用ビラの作成について、次のとおり契約を締結する。
１　品　　名
　　公職選挙法第142条第１項第６号に規定する選挙運動用ビラ
２　作成枚数　　　　　　　　　　枚
３　契約金額　　　　　　　　　　円（消費税及び地方消費税含む）
　　　（単価　１枚当り　　　　　円　　　銭×　　　　　枚）
４　納入期限
　　令和　　年　　月　　日
５　請求及び支払
　(1)　この契約に基づく契約金については、乙は奥州市市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例に基づき奥州市に対して請求するものとし、甲はこれに必要な手続きを遅滞なく行わなければならない。
　(2)　奥州市に請求する金額がこの契約金額に満たないときは、甲は乙に対しその　　差額分を速やかに支払うものとする。

　(3)　乙は、甲が公職選挙法第93条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、奥州市に請求できないものであり、この契約金額の全額を甲に請求するものとす　　る。
６　 eq \o\ad(その他,　　　　)
　　この契約に定めのない事項については、甲・乙協議のうえ定めるものとする。
　　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　選挙候補予定者
　　　　　　　　　　　甲　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　ビラ作成業者
	乙
	氏名又

は名称
	印


　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　住　所

	選挙運動用ポスター作成契約書
	収入印紙


　　　　　　　選挙候補予定者　　　   　　　　（以下「甲」という。）とポスター作成業者                     　　（以下「乙」という。）とは、選挙運動用ポスターの作成について、次のとおり契約を締結する。
１　品　　名
　　公職選挙法第143条第１項第５号に規定する選挙運動用ポスター
２　作成枚数　　　　　　　　　　枚
３　契約金額　　　　　　　　　　円（消費税及び地方消費税含む）
　　　（単価　１枚当り　　　　　円　×　　　　　枚）
４　納入期限
　　令和　　年　　月　　日
５　請求及び支払
　(1)　この契約に基づく契約金については、乙は奥州市市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例に基づき奥州市に対して請求するものとし、甲はこれに必要な手続きを遅滞なく行わなければならない。
　(2)　奥州市に請求する金額がこの契約金額に満たないときは、甲は乙に対しその　　差額分を速やかに支払うものとする。

　(3)　乙は、甲が公職選挙法第93条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、奥州市に請求できないものであり、この契約金額の全額を甲に請求するものとす　　る。
６　 eq \o\ad(その他,　　　　)
　　この契約に定めのない事項については、甲・乙協議のうえ定めるものとする。
　　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　選挙候補予定者
　　　　　　　　　　　甲　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　ポスター作成業者
	乙
	氏名又

は名称
	印


　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　住　所
契　約　書　記　載　例

例１　運送契約書

例２　車両賃貸借契約書

例３　選挙運動用自動車燃料供給契約書

例４　自動車運転手雇用契約書

例５　選挙運動用ビラ作成契約書

例６　選挙運動用ポスター作成契約書



	運　　送　　契　　約　　書
	収入印紙


奥州市議会議員　選挙候補予定者　奥州 太郎（以下「甲」という。）と一般乗用旅客自動車運送事業者　○○○○（以下「乙」という。）とは、選挙運動のための自動車の運送について、次のとおり契約を締結する。
１　使用目的
　　公職選挙法第141条に規定する選挙運動用として使用する。

２　車種及び登録番号

　　　車　　種　トヨタ　ハイエース
　　　登録番号　平泉300　　あ○○-○○
３　台　　数　　　　　１　台
４　使用期間

	令和８年２月26日から　┐

令和８年３月７日まで　 ┘
	10日間



５　契約金額　700,000 円（消費税及び地方消費税含む）
　　　内訳　１日当り　70,000円　×10日間
６　請求及び支払
　(1)　この契約に基づく契約金については、乙は奥州市市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例に基づき奥州市に対して請求するものとし、甲はこれに必要な手続きを遅滞なく行わなければならない。
　(2)　奥州市に請求する金額がこの契約金額に満たないときは、甲は乙に対しその　　差額分を速やかに支払うものとする。

　(3)　乙は、甲が公職選挙法第93条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、奥州市に請求できないものであり、この契約金額の全額を甲に請求するものとす　　る。

７　そ　の　他
　　この契約に定めのない事項については、甲・乙協議のうえ定めるものとする。

　　令和８年○月○日

　　　　　　　　　　　奥州市議会議員　選挙候補予定者
　　　　　　　　　　　甲　氏　名　　奥州 太郎　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　住　所　　岩手県奥州市・・・
　　　　　　　　　　　　　一般乗用旅客自動車運送事業者
　　　　　　　　　　　乙　名　称　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
住　所

 eq \o\ad(車両賃貸借契約書,　　　　　　　　　　　　　)
奥州市議会議員 選挙候補予定者 奥州 太郎（以下「甲」という。）と車両所有者等　○○○○（以下「乙」という。）とは、選挙運動のための自動車の賃貸借について、次のとおり契約を締結する。
１　使用目的
　　公職選挙法第141条に規定する選挙運動用として使用する。

２　車種及び登録番号
車　　種　トヨタ　ハイエース
　　　登録番号　平泉300　　わ○○-○○
３　台　　数　　　　１　台
４　使用期間
	令和８年２月26日から　┐

令和８年３月７日まで　 ┘
	10日間


５　契約金額　　170,000円（消費税及び地方消費税含む）
　　　内訳　　　１日　17,000円　×　10日間
６　使用上の義務等
　　甲は、関係法令に従い本契約車両を運行するとともに、乙の定める約款等に従

　うものとする。
７　請求及び支払
　(1)　この契約に基づく契約金については、乙は奥州市市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例に基づき奥州市に対して請求するものとし、甲はこれに必要な手続きを遅滞なく行わなければならない。
　(2)　奥州市に請求する金額がこの契約金額に満たないときは、甲は乙に対しその　　差額分を速やかに支払うものとする。
　(3)　乙は、甲が公職選挙法第93条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、奥州市に請求できないものであり、この契約金額の全額を甲に請求するものとす　　る。
８　 eq \o\ad(その他,　　　　)
　　この契約に定めのない事項については、甲・乙協議のうえ定めるものとする。

　　令和８年○月○日
　　　　　　　　　　奥州市議会議員　　選挙候補予定者
　　　　　　　　　　　甲　氏　名　　奥州 太郎　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　住　所　　岩手県奥州市・・・
　　　　　　　　　　　　　車両所有者等
	乙
	氏名又

は名称
	印


　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　住　所

選挙運動用自動車燃料供給契約書
奥州市議会議員 選挙候補予定者 奥州 太郎（以下「甲」という。）と供給業者　　　　　　　　　　　　　　　○○○○　（以下「乙」という。）とは、選挙運動用自動車への燃料供給について、次のとおり契約を締結する。
１　供給契約期間
　　　令和８年３月１日から
　　　令和８年３月７日まで
２　供給場所
	所在地
	　岩手県奥州市・・・

	名　称
	　○○○○


３　供給車両の車種及び登録番号

車　　種　トヨタ　ハイエース
　　　登録番号　平泉300　　わ○○-○○
４　供給油種
　　(1) ガソリン（レギュラー）　 (2) 軽　　油　　(3)


５　契約金額

　　　１ℓ当り１５５．５円（消費税及び地方消費税含む）

　　　ただし、期間内の供給総量 400リットル、金 62，200 円の範囲内とする。

６　請求及び支払
　(1)　この契約に基づく契約金については、乙は奥州市市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例に基づき奥州市に対して請求するものとし、甲はこれに必要な手続きを遅滞なく行わなければならない。
　(2)　奥州市に請求する金額がこの契約金額に満たないときは、甲は乙に対しその　　差額分を速やかに支払うものとする。
　(3)　乙は、甲が公職選挙法第93条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、奥州市に請求できないものであり、この契約金額の全額を甲に請求するものとす　　る。
７　 eq \o\ad(その他,　　　　)
　　この契約に定めのない事項については、甲・乙協議のうえ定めるものとする。
　　令和８年○月○日

　　　　　　　　　　奥州市議会議員　選挙候補予定者
　　　　　　　　　　　甲　氏　名　　奥州 太郎　　㊞
　　　　　　　　　　　　　住　所　　岩手県奥州市・・・
　　　　　　　　　　　　　燃料供給業者

	乙
	氏名又

は名称
	印


　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　住　所


自動車運転手雇用契約書
奥州市議会議員　選挙候補予定者 奥州 太郎（以下「甲」という。）と岩手　二郎（以下「乙」という。）とは、甲が使用する公職選挙法第　141条に規定する選挙運動用自動車の運転について、次のとおり契約を締結する。

１　運転契約期間
	令和８年３月１日から　┐

令和８年３月７日まで　 ┘
	７日間


　　　（毎日午前８時００分から午後８時００分までとする。）
２　運転車両の車種及び登録番号
車　　種　トヨタ　ハイエース
　　　登録番号　平泉300　　わ○○-○○

３　契約金額　91,000　円（消費税及び地方消費税含む）
　　　内訳　１日　13,000　円　×７日間
４　請求及び支払
　(1)　この契約に基づく契約金については、乙は奥州市市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例に基づき奥州市に対して請求するものとし、甲はこれに必要な手続きを遅滞なく行わなければならない。
　(2)　奥州市に請求する金額がこの契約金額に満たないときは、甲は乙に対しその　　差額分を速やかに支払うものとする。
　(3)　乙は、甲が公職選挙法第93条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、奥州市に請求できないものであり、この契約金額の全額を甲に請求するものとす　　る。
５　 eq \o\ad(その他,　　　　)
　　この契約に定めのない事項については、甲・乙協議のうえ定めるものとする。
　　令和８年○月○日
　　　　　　　　　　奥州市議会議員　選挙候補予定者
　　　　　　　　　　　甲　氏　名　　　奥州 太郎　　㊞
　　　　　　　　　　　　　住　所　　　岩手県奥州市・・・

　　　　　　　　　　　　　自動車運転者
　　　　　　　　　　　乙　氏　名　　　岩手　二郎　　㊞
　　　　　　　　　　　　　住　所　　　岩手県奥州市○○○○・・・


	選挙運動用ビラ作成契約書
	収入印紙


奥州市長 選挙候補予定者　奥州 一郎（以下「甲」という。）とビラ作成業者                         　○○○○　（以下「乙」という。）とは、選挙運動用ビラの作成について、次のとおり契約を締結する。
１　品　　名
　　公職選挙法第142条第１項第６号に規定する選挙運動用ビラ

２　作成枚数　　　１０,０００　枚
３　契約金額　　９０,０００　円（消費税及び地方消費税含む）
　　　（単価　１枚当り　９円　×10,000枚）
４　納入期限
　　令和８年○月○日
５　請求及び支払
　(1)　この契約に基づく契約金については、乙は奥州市市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例に基づき奥州市に対して請求するものとし、甲はこれに必要な手続きを遅滞なく行わなければならない。
　(2)　奥州市に請求する金額がこの契約金額に満たないときは、甲は乙に対しその　　差額分を速やかに支払うものとする。

　(3)　乙は、甲が公職選挙法第93条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、奥州市に請求できないものであり、この契約金額の全額を甲に請求するものとす　　る。
６　 eq \o\ad(その他,　　　　)
　　この契約に定めのない事項については、甲・乙協議のうえ定めるものとする。

　　令和８年○月○日
　　　　　　　　　　　　　奥州市長　選挙候補予定者
　　　　　　　　　　　甲　氏　名　　　奥州 一郎　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　住　所　　　岩手県奥州市・・・
　　　　　　　　　　　　　ビラ作成業者
	乙
	氏名又

は名称
	印


　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　住　所

	選挙運動用ポスター作成契約書
	収入印紙


奥州市議会議員 選挙候補予定者 奥州 太郎（以下「甲」という。）とポスター作成業者　○○○○　（以下「乙」という。）とは、選挙運動用ポスターの作成について、次のとおり契約を締結する。
１　品　　名
　　公職選挙法第143条第１項第５号に規定する選挙運動用ポスター

２　作成枚数　　〇○○　　枚
３　契約金額　 ○○○,○○○　円（消費税及び地方消費税含む）
　　　（単価　１枚当り　○○○円　×　○○○　枚）
４　納入期限
　　令和８年○月○日
５　請求及び支払
　(1)　この契約に基づく契約金については、乙は奥州市市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例に基づき奥州市に対して請求するものとし、甲はこれに必要な手続きを遅滞なく行わなければならない。
　(2)　奥州市に請求する金額がこの契約金額に満たないときは、甲は乙に対しその　　差額分を速やかに支払うものとする。

　(3)　乙は、甲が公職選挙法第93条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、奥州市に請求できないものであり、この契約金額の全額を甲に請求するものとす　　る。
６　 eq \o\ad(その他,　　　　)
　　この契約に定めのない事項については、甲・乙協議のうえ定めるものとする。

　　令和８年○月○日
　　　　　　　　　　　奥州市議会議員　選挙候補予定者
　　　　　　　　　　　甲　氏　名　　　奥州 太郎　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　住　所　　　岩手県奥州市・・・
　　　　　　　　　　　　　ポスター作成業者
	乙
	氏名又

は名称
	印


　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　住　所

確認申請
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契約締結


� eq \o\ad(の届出,　　　　)�








有償契約


� eq \o\ad(の締結,　　　　)�





費用の請求





費用の支払





ビラの作成を業とする者





ポスターの作成を業とする者





（注意事項）


・氏名及び住所の記載は、立候補届出書類同様、


戸籍謄本又は抄本に記載のとおり記入のこと。





公営の対象は、選挙運動期間の７日間であるが、準備等で７日を超えて契約してもかまわない。ただし、請求できるのは7日間分となり、差額は候補者の負担となる。記載例は10日間であるが10日の必要は無い。





公費負担額は1日64,500円、


７日で総額451,500円が上限。


これを越えた金額分は候補者の負担となる。





契約相手の表示はゴム印など可





告示日より前で可





印は立候補届出に使用する印鑑と同じもの





代表者印は請求に使用する印鑑と同じもの





公営の対象は、選挙運動期間の７日間であるが、準備等で７日を超えて契約してもかまわない。ただし、請求できるのは7日間分となり、差額は候補者の負担となる。記載例は10日間であるが10日の必要は無い。





枚数は16,000枚以内





枚数は16,000枚以内





公費負担額は1日16,100円、


７日で総額112,700円が上限。


これを越えた金額分は候補者の負担となる。





印は立候補届出に使用する印鑑と同じもの





契約相手の表示はゴム印など可





印は請求に使用する印鑑と同じもの





告示日より前で可





最大３月１日から


３月７日までの７日間。


選挙運動期間に限る。





契約の相手先


ゴム印など可





１日当たり7,700円、


７日間の総額53,900円が上限





・油種に○をつける


・ガソリンの場合、レギュラー又はハイオクも記載


・ガソリン、軽油以外は(3)に記載すること





軽油の場合、単価には


軽油取引税を含んだ


価格とする





告示日より前で可





印は立候補届出に使用する印鑑と同じもの





代表者印は請求に使用する印鑑と同じもの





契約相手の表示はゴム印など可





契約相手を明記の事





最大３月１日


から３月７日までの


７日間





・期間と日数は一致


すること


・複数人と契約する


場合は、「○日、


○日の○日間」と


記載すること。


・時間も依頼の内容で


記載のこと





1日の上限は12,500円


７日間の総額87,500円


が上限





印は立候補届出に使用する印鑑と同じもの





告示日より前で可





印は請求に使用する印鑑と同じもの





個人との契約


氏名・印・住所の記載まで





枚数は


市長選16,000枚以内


市議選　4,000枚以内





公営の単価は８円38銭が上限


超えた分は候補者負担





印は立候補届出に使用する印鑑と同じもの





契約相手の表示はゴム印など可





代表者印は請求に使用する印鑑と同じもの





告示日より前で可





公営の限度額枚数は347枚


この枚数を超えて作成しても良い





公営の対象は、


単価1,499円、枚数347枚


金額520,153円が上限。


この上限を超えて契約して良いが、市からの支払いはこの金額以内となるので注意





印は立候補届出に使用する印鑑と同じもの





契約相手の表示はゴム印など可





告示日より前で可





代表者印は請求に使用する印鑑と同じもの
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